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北本市国民健康保険税条例等の一部改正について 

 

北本市国民健康保険税条例等の一部を次のように改正する。 

 

 平成２６年１１月  日 提出 

 

               北本市長 石 津 賢 治 

 

  北本市国民健康保険税条例等の一部を改正する条例 

 

（北本市国民健康保険税条例の一部改正） 

第１条 北本市国民健康保険税条例（昭和４６年条例第２９号）の一部

を次のように改正する。 

第２条第２項ただし書中「５０万円」を「５１万円」に改め、同条

第３項ただし書中「１３万円」を「１４万円」に改め、同条第４項た

だし書中「１０万円」を「１２万円」に改める。 

第２２条中「５０万円」を「５１万円」に、「１３万円」を「１４

万円」に、「１０万円」を「１２万円」に改める。 

（北本市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 北本市国民健康保険税条例の一部を改正する条例（平成２５年

条例第３５号）の一部を次のように改正する。 

 附則第１項に次のただし書を加える。 

ただし、附則第１４項の改正規定（「配当所得」を「利子所得、配

当所得及び雑所得」に改める部分に限る。）は、平成２８年１月１日

から施行する。 

資料２ 



 

附 則 

１ この条例は、平成２７年４月１日から施行する。ただし、第２条の

規定は、公布の日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の北本市国民健康保険税条例の規定は、

平成２７年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成２

６年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。  

 


